
令和３年度 あきる野商工会 住宅改修工事等助成事業の流れ 

工事は令和３年７月１日以降着工で令和４年２月２８日までに工事完了届（様式第３号） 

が提出できるもの（厳守） 

あきる野市民・檜原村民               あきる野商工会 

① 「助成金の申請」 

・様式第 1号（交付申請書）   

 ・工事代金の見積書またはその写し 

 ・工事個所の工事前の写真               あきる野商工会へ提出 

 ・令和２年度分住民税固定資産税の 

納税証明書等 

・ブロック塀改修工事の場合は上記 

の他に様式第 6号 書類審査 

 

                      様式第 2号（交付対象決定通知書）発行 

② 「工事の着工」 

① の申請後に着工のこと（厳守） 

  工事中の写真撮影を忘れずに 

          

③ 「工事の完了」 

 令和４年２月２８日最終締切 

 ・様式第 3号（工事完了届）  

 ・工事代金の領収書又はその写し             

 ・工事中と工事後の写真  

   

④ 「助成金の請求」 

 令和４年２月２８日最終締切 

 ・様式第 4号（交付請求書） 

 ・振込先金融機関の通帳の写し             あきる野商工会へ提出 

   

 書類審査 

 

様式第 5号を受理                様式第 5号（交付決定通知書）発行 

 

⑤ 「助成金を受理」               あきる野商工会は様式第 4号に 

記載された口座に振込を行う 

 

 

※途中で助成金申請を取り消す場合は速やかにあきる野商工会へ連絡し、様式第 7号を提出すること。 

 


